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平成２０年３月



事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

平成16年12月24日
～

平成40年3月31日

     24,216百万円
             （税抜き）
（発生土量等の変動
項目で、契約額に変
動あり）

性能発注方式 総合評価型一般競争入札
PFI大久保テクノリ
ソース㈱

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

包括的な民間委託等に係る事例紹介

P
F
I

事
業

区分

   排水処理施設・非
常用電源施設等の設
計・建設並びに事業
期間を通じて本施設
の維持管理、運営業
務
  BTO方式、サービス
購入型

業務範囲
①当該浄水場からの
　汚泥の受入と処理
　業務
②処理に伴う発生土
　及び沈砂池天日乾
　燥床より発生した発
　生砂の有効利用
③上澄水の返送業務
④浄水場非常用電源
　に係わる業務
⑤これら業務を行うた
　めの施設整備及び
　施設の維持管理運
　営業務

内容

①施設の老朽化

②処理過程で発生
　する浄水発生土
　の減量化

③再生利用を前提
　としたシステムの
　構築

④平成14年度に実
　施した導入可能
　性調査において、
　十分な有効性が
　確認

⑤総事業費の削
　減

　平成１４年度調査
により確認された期
待効果
①大規模な施設更新
　が対象であることか
　ら建設コスト削減に
　大きなインセンティ
　ブが働く。

②排水処理技術が
確
　立されてるものの、
　新たな技術として、
　排水の加温による
　処理の効率化など
　創意工夫の余地も
　あり、この点でもコ
　スト縮減や運転管
　理の効率化が期待
　できる。

③施設の運転管理
は
　従来から民間委託
　としていたが、更な
　るコスト縮減が期待
　できる。

④浄水発生土の有
価
　処分に関しても、民
　間の市場開拓ノウ
　ハウにより拡大が

期待できる

　関係諸法令との整
合や運用面で改善を
図る余地があると思
われる。

①施設更新の条件
　a)排水処理設備
　　ｱ)排水処理方式は無薬注方式
　　ｲ)発生土及び発生砂の全量有効利用を図ることを基本とし、
　　　セメント材料等への利用の他、有価物としての利用を促進
　　　すること。
　b)浄水場に必要電力を供給するための非常用電源施設の更
　　新整備を行う。
　c)設計・建設、維持管理及び運営に係る対象施設を明示。
　d)濃縮槽（排水処理施設）の有効水深、施設の能力（固形物
　　負荷：濁度80度、20kg-ds/m2/日）等を提示。
　e)非常用電源設備で対象とする施設、設備の電力確保及び
　　その条件（それら施設、設備の24時間以上の連続運転が
　　可能であること）等の提示。
　f)対象とする施設の要件（規格、基準等）の提示。
　g)事業実施にあたっての環境への配慮等の提示。　等

②設計建設業務の係る期間、関係書類、既存施設との分界点
　等の提示。

③維持管理業務の係る各種業務（保守・点検及び修繕業務、
　清掃業務等）の提示。

④運営業務に係る対象業務及び業務遂行上の注意点等の提
　示。

⑤業務伴う遵守すべき法令等の提示。　等

　特になし

埼
玉
県
企
業
局

大久保浄水場

  大久保浄水
 場排水処理
 施設等整備・
 運営事業
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包括的な民間委託等に係る事例紹介

事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

平成18年 2月22日
～

平成38年 3月31日

      9,490百万円
               （税抜き）

（発生土量等の変動
項目で、契約額に変
動あり）

性能発注方式 総合評価型一般競争入札
株式会社アクアサー
ビスあいち

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

P
F
I

事
業

①施設更新の条件
　a)脱水設備の必要脱水能力（平均時脱水能力、高濁度時脱水
    能力及び予定設置台数）の提示（４浄水場毎に）（知多浄水
    場の例　平均時脱水能力4.64t-ds/日以上、高濁度時脱水
    能力11.3t-ds／日以上、予定設置台数２台）。
　ｂ）脱水機性能
　　　ｱ)処理方式は無薬注方式。
　　　ｲ)適切な含水率の維持（脱水ケーキの再生利用のため）。
　　　ｳ)既設の脱水設備と併用して運転管理が可能であること。
　　　ｴ)ろ液の濁度（２０度以下、排水池の運転管理に影響を与
        えないこと。）
　　　ｵ)設置後の耐用年数（２５年程度）
　ｃ）設計・建設、維持管理及び運営に係る対象施設を明示。
　ｄ)規格、基準等の提示。
　ｅ）脱水機設備等の耐震性（地震動レベル２、転倒防止策の実
    施）
　ｆ）濃縮施設との連絡方法・整合性の確保、屋内型のケーキヤ
    ード、季節変動への対応、ろ液の水質管理が提示。
　g)事業実施にあたっての環境への配慮等の提示。　等
　ｈ）脱水機棟の要件（設計・建設年度、機能及び規格・基準（耐
   久性の確保）、耐震性能）の提示。

②設計建設業務に係る期間、関係書類、既存施設との分界点等
  の提示。

③維持管理業務に係る各種業務（保守・点検及び修繕業務、清
  掃業務等）の提示。

④運営業務に係る対象業務及び業務遂行上の留意点等の提
  示。

⑤業務に伴う遵守すべき法令等の提示。　等

 特になし①平成１４年度の調
 査において、基本計
 画においてVFMから
 導入の可能性があ
 るとの結論となって
 いる。

②当初は財政負担
 縮減額で1,640百万
 円

③発生土の有効利
 用の促進

 特になし

区分 内容

愛
知
県
企
業
庁

  愛知用水地
域の４浄水場
［知多浄水場
（知多市）、高
蔵寺浄水場
（春日井市）、
尾張東部浄水
場（日進市）及
び上野浄水場
（東海市）］

  知多浄水場
始め４浄水場
排水処理施
設整備・運営
事業

  脱水処理施設等の
設計・建設並びに事
業期間を通じて本施
設の維持管理、運営
業務
  BTO方式、サービス
購入型

運営・維持管理業務
範囲
①４浄水場から発生
 する汚泥の受け入
 れ業務
②その汚泥の脱水処
 理業務
③発生した脱水ケー
 キの全量再生利用
 業務

①施設の老朽化
 及び発生汚泥の
 有効利用促進の
 ための脱水汚泥
 施設等の新設化

②環境への配慮

③新技術の導入

④総事業費の削
 減

⑤財政支出の平
 準化

⑥脱水ケーキの
 再生利用の促進
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包括的な民間委託等に係る事例紹介

事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

【建設】
平成17年 3月 1日

～
平成18年 2月24日

【運営】
平成17年 4月 1日

～
平成33年 3月31日

      1,144百万円
               （税抜き）

性能発注方式 総合評価一般競争入札
神鋼環境ソリューショ
ン・日本ヘルス工業
共同企業体

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

①基本条件
　　ｱ)設備設置範囲、再生品の保管・搬入・搬出場所の使用範
囲
      を提示。
　　ｲ)排泥及び送泥の対象スラッジ、排泥量及び頻度、送泥流量
      の提示。
　　ｳ)既存設備の仕様、取水量実績、脱水ケーキ発生量、脱水
      ケーキ含水率など既存の浄水施設からの排泥条件、運転
     可能時間等の提示。

②設計・施工業務
　　ｱ)既存のコージェネ設備から供給される蒸気全量を利用した
      施設の設計及び既存設備の運転に支障を与えないこと。
　　ｲ)乾燥機の能力（目標含水率35％）、加工装置、貯留設備、
      電源の取り出し等の有すべき仕様、能力等が提示。
　　ｳ)施工上の留意点（既存施設の運転への支障等）の提示。
　　ｴ)準拠する基準の提示
　　ｵ)パンフレットの作成、完成図書の作成の提示。　等

③維持管理業務
　　ｱ)新設の有効利用設備の維持管理、補修、修繕及び大修繕
      等の提示。　等

④運転管理等業務
　　ｱ)対象設備の提示及び点検整備の提示。
　　ｲ)ﾃﾞｰﾀ管理、従事者の資格等の提示。
　　ｳ)使用可能な既存設備の提示。　等

⑤販売促進業務
　　ｱ)脱水ケーキの再生品化の義務化及び再生品化の条件の
提
      示。
　　ｲ)販売促進、販売・生産計画等の条件提示。

ｳ)生成品購入者の条件提示 等

 特になし

区分 内容

そ
の
他

（
Ｄ
Ｂ
Ｏ
方
式

）

大
阪
府
水
道
部

大庭浄水場

 大阪府水道
 部大庭浄水
 場水道残渣
 有効利用関
 連施設整備
 運営事業

  脱水処理施設等の
設計・建設並びに事
業期間を通じて本施
設の維持管理、運営
業務
  DBO方式、サービス
購入型

業務範囲
①排泥の受入及び処
 理業務
②発生した脱水ケー
 キの有効利用業務
③これら業務を行う
 ための設計・施工業
務（発電機の排熱を
利用した水道残差の
有効利用設備の設計
及び建設）
④運営業務（有効利
 用関連施設の運転
 管理、有効利用設
 備の維持管理、水
 道残差の販売促進）

①排水処理施設か
 ら排出される水道
 残渣を乾燥・減量
 化し有効利用する
 ための水道残渣
 有効利用施設の
 建設に伴い、市場
 ニーズや購入者
 の開拓など民間
 事業者の創意工
 夫・ノウハウを期
 待。

②環境に与える負
 荷の低減を目的
　ｱ）排水処理施設
    から排出される
    水道残渣を乾
    燥して減量化。
　ｲ)水道残渣の有
   効利用を図り、
   産業廃棄物とし
  て処分する水道
  残渣の量を減少
  （再生品として販
   売）

①水道残渣の減量
化

②農園芸用土等へ
の
  有効利用

  乾燥工程で臭気が
発生し、付近住民よ
りの苦情に対応のた
め、水道残渣有効利
用施設の乾燥機に脱
臭装置を追加
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包括的な民間委託等に係る事例紹介

事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

平成19年 4月 1日
～

平成22年 3月31日

      525百万円
               （税込み）

性能発注方式 総合評価型一般競争入札
荏原エンジニアリン
グサービス株式会社

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

宮
城
県
企
業
局

包
括
委
託

①人件費の削減

②点検業務の効率
化
 （PDA導入による点
 検の効率化及び信
 頼性の確保）

①受託者が変更とな
　った場合、引き継ぎ
　が問題なく行われ
　るかどうか不安が
　ある。

②運転管理等の経
　験者が少なくなる。

③受託者のノウハウ
　を引き継げる経験
　者がいない。

①条件：発注者があらかじめ定めた条件の提示。
　
②対象外とする施設の提示（埋設管を除く等）。

③業務要求水準
　ａ)施設の運営業務
　　　関係法令等を遵守し、受託者のノウハウを 大限に活用し
　　て、維持管理・運営を主体に行い、良質な工業用水を安定的
　　に供給する。ユーザーや地域住民及び環境への配慮、環境
　　等の軽減に取り組む。
　ｂ)運転管理業務
　　ｱ)運転管理体制（２４時間体制等）の提示。
　　ｲ)水質管理（浄水処理として次の水質基準の維持）、水質試
　　　験の頻度等の提示。
　　　水質管理：宮城県工業用水供給規程に定める水質基準
　　　　　　　　　　ただし、濁度は8度以下、水温、総硬度は対象外
　　ｳ)水量管理として処理能力、水利権水量、取水量等の実績を
      提示。
　　ｴ)汚泥の脱水処理（含水率８０％以下）を提示。
　　ｵ)電力、薬品、消耗品等の調達及び支払時期等の提示。
　　ｶ)配水池等から発生する汚泥の搬出処分に係る業務の提
　　　示。
　　ｷ)工事の施工補助、苦情・通報等初期対応、漏水事故等初
　　　期対応の提示。
　　ｸ) ﾃﾞｰﾀの記録・報告及び保管方法等の提示
　ｃ）施設の保守管理業務
　　ｱ)対象とした施設・設備の点検計画及びその報告、機能維持
     管理の提示。
　　ｲ)受託者が行う修繕等の提示。
　　ｳ)清掃業務の対象とする施設、設備の提示。
　　ｴ)除草業務、環境衛生管理、備品管理業務、図書管理業務
     等の提示。
　　ｵ)ﾃﾞｰﾀの記録・報告及び保存の提示。
　ｄ）緊急復旧対応（安定給水に支障が生じる認められる損傷事
    故など）の提示
　ｅ）その他（電気防食設備点検、検針点検業務、汚泥の収集運
    搬業務、業務従事者の資格及び届出など提示）
　ｆ）関係法令等の遵守　等

　特になし

区分 内容

  仙塩・仙台
圏工業用水
道施設管理
運営包括委
託

  取水場・沈砂池・浄
水場・ポンプ場・配水
池等（埋設配管は対
象外）の運転管理及
びその関連業務（電
力・薬品等の調達含
む）、保守管理業務、
緊急復旧工事業務
（但し資本的支出に
係る工事は対象外）

①施設の老朽化

②財政悪化に伴う
 経費削減の必要
 性があった（ユー
 ザーからの度重
 なる減量による収
 入の低下）

③料金値上げが
 困難で経費節減
 の必要性があっ
 た（特例基準料
 金を適用してい
 る。）  仙塩工業用

水道事業施
設・仙台圏工
業用水道事業
施設
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包括的な民間委託等に係る事例紹介

事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

平成17年 3月 1日
～

平成22年3月31日

    1,816.5百万円
               （税込み）

性能発注方式 公募型プロポーザル方式（技術提案型）
日立プラント・初雁管
理運営共同企業体

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

①委託者と受託者で
 性能発注の履行確
 認の際の達成レベ
 ルの共通認識が必
 要

②新旧受託者間のノ
 ウハウの引継ぎが
 課題。業者間での
 引き継ぎがうまくい
 くかどうか。

①条件：発注者があらかじめ定めた条件の提示。

②業務要求水準
　ａ)施設の運営業務
　　　関係法令等を遵守し、受託者のノウハウを 大限に活用し
    て、維持管理・運営を主体に行い、良質な工業用水を安定的
    に供給する。ユーザーや地域住民及び環境への配慮、環境
    等の軽減に取り組む。現行のサービス水準の維持、向上。
　ｂ)運転管理業務
　　ｱ)運転管理体制（２４時間体制等）の提示。
　　ｲ)水質管理（浄水処理として次の水質基準の維持）、水質試
      験の頻度等の提示。
　　　水質管理：埼玉県工業用水給水規程に定める水質基準
　　　　　　　　　　ただし、濁度は水質計器の計測値（３時間ごと）
                    に基づく、毎月の濁度頻度分布において、９５％
                    以上は２．５度以下とし、上限は５．０度とするこ
                    と。
　　ｳ)供給水圧は配水圧力０．２５MPa（配水管末圧の水圧は、
給
      水規程により０．０４９MPa）を提示。
　　ｴ)電力、薬品、消耗品等の調達及び支払時期等の提示。
　　ｵ)沈でん池から発生する汚泥の搬出処分に係る業務の提
　　　示。
　　ｶ)工事の施工補助、苦情・通報等初期対応、漏水事故等初
　　　期対応の提示。
　　ｷ)ﾃﾞｰﾀの記録・報告及び保管方法等の提示
　ｃ）施設の保守管理業務
　　ｱ)対象とした施設・設備の点検計画及びその報告、機能維持
     管理の提示。
　　ｲ)受託者が行う修繕等の提示。
　　ｳ)清掃業務の対象とする施設、設備の提示。
　　ｴ)除草業務、環境衛生管理、備品管理業務、図書管理業務
     等の提示。
　　ｵ)ﾃﾞｰﾀの記録・報告及び保存の提示。
　ｄ）緊急復旧対応（安定給水に支障が生じる認められる損傷事
    故など）の提示
　ｅ）その他（業務従事者の資格及び届出など提示）

  次期包括委託の更
新に向け、アンケート
調査による受水企業
のニーズの把握を行
い、事業者選定等の
際にはこれらのニー
ズを反映させていく。

包
括
委
託

①施設の老朽化

②ユーザーの撤退
 や規模縮小による
 契約水量の減少

③料金値上げが困
 難で経費削減の
 必要性があった。

①当初予定した経費
 削減効果が得られ
 た。約150百万円
          （対H13年度）

②職員の意識改革に
 つながっている。

埼
玉
県
企
業
局

柿木浄水場

区分 内容

  柿木浄水場
 管理運営包
 括委託事業

  浄水場の運転管理
 及びその関連業務
 （電力・薬品等の調
 達含む）、保守管理
 業務、補修工事業
 務（但し資本的支出
 に係る工事は対象
 外）
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包括的な民間委託等に係る事例紹介

事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

平成17年 3月 1日
～

平成22年3月31日

      398百万円
                 （税抜
き）

性能発注方式 総合評価型一般競争入札
株式会社日立製作
所

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

包
括
委
託

  次回の委託実施に
向けて、委託者が設
置した設備のリース
契約等も含め、新旧
の受託者間で円滑な
業務引継か実施でき
るよう考慮する。

　浄水場・中継場・監
視場の運転管理及び
その関連業務（電力・
薬品等の調達含む）、
保守管理業務、補修
工事業務（但し資本
的支出に係る工事は
対象外）

  中新田浄水
 場包括委託
 事業

①平成14年度の
 料金改定時に需
 要者代表から、
 浄水場の民間委
 託を図るなど経
 費の節減に努め
 、可能な限り改
 定料金の維持に
 努めるよう意見
 書が出された。

②工業用水の水
 需要・契約水量
 の減のため。

①委託後大きなトラ
 ブルはなく、水質に
 ついても要求水準
 の違反はない。
②民間事業者の技
術
 を取り入れた管理・
 試験も実施され、そ
 の他保守管理業務
 、補修工事業務に
 おいてもグループ会
 社の専門家による
 施設・設備診断に
 より計画的に実施
 されている。
③委託実施により工
 業用水道事業会計
 の収支は大幅に改
 善している。
④人件費を含む直営
 時の運転・維持管理
 経費と単年度委託
 料の差75百万円で
 ある。
⑤中継地点である園
 田配水場に原水濁
 度伝送装置を設置し
 、常時原水濁度を
 監視するようになっ
 た。
⑥巡回点検にＰＤＡ
 (携帯情報端末)を導
 入し、過去データの
参
 照、ＰＤＡによる入
力・
 チェック・パソコンへ
の
 出力が自動化され
た。
⑦配水池の清掃で水
 中ロボットを使用し
た。
                       　等

①委託対象の修繕
工
 事か対象外の建設
 改良工事かの判断
 が困難な場合があ
 る。
 （平成19年12月に場
 内で口径150ミリの
 配水管が漏水した
 際には、配水管・弁
 の50ミリを限度とす
 る取替、配水管の漏
 水修繕は委託対象
 であるという基準は
 一応設けていたも
 のの、修繕で150ミリ
 の管の取替を含む
 可能性もあり、判断
 が困難であった。
 結果、配水管の漏
 水修繕にあたると
 いうことで受託者の
 負担により修繕が
 行なわれた。）

②下水道使用料が
 予定よりも多くかか
 っている。

①条件：発注者があらかじめ定めた条件の提示。

②業務要求水準
　ａ)施設の運営業務
　　　関係法令等を遵守し、受託者のノウハウを 大限に活用し
    て、維持管理・運営を主体に行い、良質な工業用水を安定的
    に供給する。ユーザーや地域住民及び環境への配慮、環境
    等の軽減に取り組む。現行のサービス水準の維持、向上。
　ｂ)運転管理業務
　　ｱ)運転管理体制（２４時間体制等）の提示。
　　ｲ)水質管理（浄水処理として次の水質基準の維持）、水質試
      験の頻度等の提示。
　　　水質管理：西宮市工業用水道事業給水条例に定める水質
                    基準
　　　　　　　　　　ただし、濁度は供給水質では３度以下、ｐH値が
                    ６．５～７．４とすること。
　　ｳ)水量は 大４７，０００m3／日、水圧は０．０５MPa（配水管
      末における 小動水圧確保）を提示。
　　ｴ)放流水の下水道基準適合の提示。
　　ｵ)電力、薬品の調達及び支払時期等の提示。
　　ｶ)ﾃﾞｰﾀの記録・報告及び保管方法等の提示
　ｃ）施設の保守管理業務
　　ｱ)対象とした施設・設備の点検計画及びその報告、機能維持
     管理の提示。
　　ｲ)清掃業務の対象とする施設、設備の提示。
　　ｳ)除草業務、環境衛生管理、備品管理業務、図書管理業務
     等の提示。
　　ｴ)ﾃﾞｰﾀの記録・報告及び保存（期間５年も含む。）の提示。
　ｄ）施設の補修工事業務（補修工事業務、ﾃﾞｰﾀの記録、保存期
     間等）の提示。
　ｅ）関係法令等の遵守　等

中新田浄水場

西
宮
市
水
道
局

区分 内容
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包括的な民間委託等に係る事例紹介

事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

平成15年 3月 1日
～

平成20年3月31日

283.5百万円
             （税込み）

性能発注方式 総合評価型一般競争入札 水道機工株式会社

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

①条件：発注者があらかじめ定めた条件の提示。

②業務要求水準
　ａ)施設の運営業務
　　　関係法令等を遵守し、受託者のノウハウを 大限に活用し
　　て、維持管理・運営を主体に行い、良質な工業用水を安定
　　的に供給する。ユーザーや地域住民及び環境への配慮、環
　　境等の軽減に取り組む。現行のサービス水準の維持、向上。
　ｂ)運転管理業務
　　ｱ)運転管理体制（２４時間体制等）の提示。
　　ｲ)水質管理（浄水処理として次の水質基準の維持）、水質試
　　　験の頻度等の提示。
　　　水質管理：福岡市工業用水給水条例に定める水質基準及
　　　　　　　　　　び実績
　　　　　　　　　　　ただし、水温は常温、濁度は７度以下（可能な
　　　　　　　　　　限り低い水準を維持すること。）、ｐH値が５．８
　　　　　　　　　　～７．５とすること。
　　ｳ)水量は 大１５，０００m3／日、水圧は０．０４９MPa（配水
　　 管末において確保）を提示。
　　ｴ)電力、薬品の調達の提示。
　　ｵ)ﾃﾞｰﾀの記録・報告及び保管方法等の提示
　ｃ）施設の保守管理業務
　　ｱ)対象とした施設・設備の点検計画及びその報告、機能維持
     管理の提示。
　　ｲ)受託者が行う修繕等の提示。
　　ｳ)清掃業務の対象とする施設、設備の提示。
　　ｴ)除草業務、環境衛生管理、備品管理業務、図書管理業務
     等の提示。
　　ｵ)ﾃﾞｰﾀの記録・報告及び保存（期間５年も含む。）の提示。
　ｄ）施設の補修工事業務（補修工事業務、ﾃﾞｰﾀの記録等）の提
     示。
　ｅ）関係法令等の遵守　等

　特になし①経費の削減（単年
  度約54百万円）が
  できた。

②配水水質が向上
  した。

①受託者が導入した
  改善設備や装置を
  引き続き利用できな
  い。

②業者間での引き継
　ぎがうまくいくかどう
　か。

区分 内容

福
岡
市
水
道
局

金島浄水場

　福岡市工業
 用水道金島
 浄水場包括
 委託（運転管
 理および維
 持管理）

  浄水場の運転管理
及びその関連業務
（電力・薬品等の調達
含む）、保守管理業
務、補修工事業務（但
し資本的支出に係る
工事は対象外）

①財政悪化に伴う
 経費削減の必要
 性があった（需要
 量（契約水量）の
 減少による収入）

②民間のノウハウ
 を活用し、効率的
  、安定的で質の
 高い工業用水道
 の供給サービス
 の維持・向上を
 図るため

包
括
委
託
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包括的な民間委託等に係る事例紹介

事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

毎年度更新
       40,899千円
                （税込み）

仕様発注方式 随意契約
相馬広域水道企業
団

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

　特になし

包
括
委
託

 工業用水の契約
率が50％程度と余
裕があるにもかか
わらず、工業団地
の分譲率は90％以
上であり、当初の
需給計画と大きな
乖離が生じている
ため。

①財政的に委託効果
　　　　　　（30百万
円）

②受託者は適切に業
　務を行っている。

 「相馬工業用水道施
設（浄水・配水施
設）」の能力を適切に
発揮
できるよう、効果的、
経済的、かつ安全に
業務を履行しなけれ
ばならない。
 また、業務災害等に
ついては特に留意
し、その未然防止に
努めなければならな
い。

１．仕様書の概要
  第１章 総則（目的、業務の履行義務、用語の定義、総括責任
         者の配置及び職務、責任の分担、安全の確保、施設の
         安全管理及び環境衛生、コンプライアンス、その他）
  第２章 運転管理業務（量水器検針業務、施設の物件費等に
         係る業務、窓口・見学者対応等に係る業務）
  第３章 運転管理業務（給水（監視、操作、計測、日常巡視）に
         係る業務、水量・水質に係る業務、運転管理に係るデー
        タの記録、保存及び報告、運転管理に係るその他の業務）
  第４章 維持管理業務（施設の管理、清掃、定期点検に係る業
         務、電気・機械設備点検に係る業務、施設及び電気・機
         械設備の修繕に係る業務、一斉点検に係る業務、維持
         管理に係るデータの記録、保存及び報告）
  第５章 危機管理対応業務（事前対策業務、緊急事態時の対策
         業務、復旧対策業務）
  第６章 その他（資料整理業務、計画関連業務、予算関連業務
         、その他）

２．運転・維持等の概要（仕様書に関連して）
　①各種施設設備の運転管理関係の手順書、特記仕様書の提
    示。
　②作業報告書等の各種様式の提示。
　③維持管理報告書等の各種様式の提示。

福
島
県
企
業
局

 相馬工業用水
 道施設全般

 相馬工業用
 水道事業の
 包括業務委
 託

  導水施設、浄水施
設、送水施設、配水
施設の運転管理業務
（薬品等の調達含
む）、小規模の修繕、
水質検査、薬注管理

区分 内容
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包括的な民間委託等に係る事例紹介

事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

平成17年 4月 1日
～

平成20年3月31日

（３年間）

     88百万円
          （税込み）
うち、工業用水道事
業分　35百万円（税
込み）

仕様発注方式
指名競争入札

（落札者がいなかったため、 低入札者と随意契約）
（株）ジェイ・チーム西
部支店

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

　特になし

包
括
委
託

①技術職員の確保
が困難

②料金値上げが困
難で経費節減の必
要性があった
（黒字事業である
ため）

③第三者評価委員
会等外部から指摘
があった
（市の行財政シス
テム改善委員会か
らの民間委託化答
申による。）

④経費節減

⑤職員に代わる技
術者の補填

⑥民間のノウハウ
の積極的な活用

①人件費の削減効
果
  　17.9百万円
  （Ｈ17～18の２ヶ年
   間の削減効果）

②維持管理費の削
減
  効果
　  2.5百万円
  （Ｈ17～18の２ヶ年
   間の削減効果）

①運転者に高齢者が
  多く、短期間で入れ
  替わる。

②運転管理等の経
  験者が少なくなる。

１．仕様書の概要
 第１章 総則（目的、業務の履行義務、用語の定義、総括責任
        者の配置及び職務、責任の分担、安全の確保、施設の
        安全管理及び環境衛生、コンプライアンス、その他）
 第２章 運転管理業務（施設の物件費等に係る業務、窓口・見
        学者対応等に係る業務）
 第３章 運転管理業務（給水（監視、操作、計測、日常巡視）に
        係る業務、水量・水質に係る業務、運転管理に係るデー
        タの記録、保存及び報告、運転管理に係るその他の業
        務）
 第４章 維持管理業務（施設の管理、清掃、定期点検に係る業
        務、電気・機械設備点検に係る業務、施設及び電気・機
        械設備の修繕に係る業務、一斉点検に係る業務、維持
        管理に係るデータの記録、保存及び報告）
 第５章 危機管理対応業務（事前対策業務、緊急事態時の対
        策業務、復旧対策業務）
 第６章 その他（資料整理業務、計画関連業務、予算関連業務
       、その他）

２．運転・維持等の概要（仕様書に関連して）
　  ①各種施設設備の運転管理関係の手順書、特記仕様書の
     提示。
　  ②作業報告書等の各種様式の提示。
　  ③維持管理報告書等の各種様式の提示。

大
竹
市

 大竹市工業用
水道　取水・送
水施設

 防鹿水源地
運転管理業
務委託
（上水・工水）

  施設（取水、導水、
 送水、受変電）の運
 転管理業務、水質
 検査等業務、流量
 測定機器保守点検
 業務、電気設備保
 守点検業務等

区分 内容
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包括的な民間委託等に係る事例紹介

事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

平成19年 4月 1日
～

平成20年 3月31日

（毎年度契約）

41.076百万円
　　　　（税込み）

仕様発注方式 随意契約
中小企業・地域シェ
アドサービス株式会
社

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

　受託者が変更と
なった場合（現在の
受託者が伝承してき
た経験に基づき管理
している点が多い。）

　仕様書の概要
　供給規程の水質基準の提示（濁度は、目安として２．０度以
下、配水は自然流下方式（ 高０．２１MPa、 小０．０５MPa））

　特になし

包
括
委
託

区分 内容

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

 田川地区工業
 用水道施設全
 般

 平成１９年度
 九州支部産
 業用地に係
 る分譲促進
 、管理等業
 務

（田川地区工
 業用水道の
 運転管理業
 務を包含し
 た形での契
 約）

 施設維持管理（取
水・導水・送水・配水
施設の巡視(平日毎
日））、運転操作、水
質検査、検針（月
末）、月報作成、その
他地元水利組合や取
水源（ダム）との調整

①技術系職員の
  確保が困難

②職員に代わる
  技術者の補填

  緊急時の迅速な対
応が可能なため、給
水トラブルが少ない。
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包括的な民間委託等に係る事例紹介

事業体 対象施設 事業名 概要

委託期間 金額 発注方式 事業者選定方法 実施事業者

平成19年 4月 1日
～

平成22年 3月31日

（３年間）

221百万円
（税込み）

　その他（発注者側
の要求水準に対す
る、管理・価格提案
による総合評価）

その他（選定委員会で候補者を選定し、県議会で議決）
羽後設備㈱、㈱ジャ
パンウォーターのJV

背景・目的 効果・具体的メリット 問題点・留意点 要求仕様書の内容 備考

　熟練技術者の減少
により、人材育成に
取り組む

区分 内容

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部

 秋田県工業用
 水道

 県営工業用
 水道管理運
 営業務

 浄水場・管路を含む
全工業用水道施設の
運転管理及び保全管
理業務（但し資本的
支出に係る工事は対
象外）

指
定
管
理
者

①技術系職員の
 確保が困難にな
 りつつあった。

②料金値上げが
 困難で経費削減
 の必要性があっ
 た（プラント施設
 の老朽化による
 改良事業を実施
 （H10～H20年度
 計画）、今後は構
 築物の改良が必
 要な時期、料金
 値上げにﾕｰｻﾞｰ
 の理解が得にく
 い状況）。

③秋田県新行財
 政改革推進プロ
 グラムで県直営
 施設を指定管理
 者制度に移行す
 る方針がされた
 ため。

④経費削減

⑤職人に代わる技
 術者の確保

⑥民間のノウハウ
 の積極的な活用

⑦県内企業の育成
 として、今後各水
 道事業においての
 外部委託、指定管
 理者などの業務の
 足がかりとなる経
 歴を積ませること
 ができる。

①人件費、維持管理
　費等を合わせて、
　予算ベースで約
　３千万円/３ヶ年
　削減の予定。

②H19年度からの導
　入のため効果を検
　証中。

　特になし ①条件：発注者があらかじめ定めた条件の提示。

②業務要求水準
　ａ)施設の運営業務
　　　関係法令等を遵守し、指定管理者のノウハウを 大限に活
　　 用して、維持管理・運営を主体に行い、良質な工業用水を安
     定的に供給する。ユーザーや地域住民及び環境への配慮、
     環境等の軽減に取り組む。現行のサービス水準の維持、向
     上。
　ｂ)運転管理業務
　　ｱ)運転・制御、効率的運転、省エネルギーな運転の提示。
　　ｲ)水質管理（浄水処理として次の水質基準の維持）、水質試
      験の頻度等の提示。
　　　水質管理：秋田県工業用水道条例施工規程に定める水質
                   基準
　　　　　　　　　　ただし、供給水質に係る要求水準濁度は５度
                  以下（毎時の計測値）、供給水質に係る目標水
                  準濁度は３度以下（毎時の計測値における濁度
                  の上限、これを維持するように努めること。）
　　ｳ)浄水処理においては、ジャーテストによる適正注入率をもと
　　  め運転する。
　　ｴ)供給水量は契約水量、水利権量、能力を提示。
　　ｵ)供給水圧は０．０４９MPa（配水管末端における動水圧）
　　ｶ)薬品、消耗品の調達の提示。
　　ｷ)収益的支出及び資本的支出に係る工事の施工補助の提
      示。
　　ｸ)苦情初期対応、漏水初期対応、見学者対応の提示。
　　ｹ)ﾃﾞｰﾀの記録・報告及び保管方法等の提示
　ｃ）施設の保守管理業務
　　ｱ)対象とした施設・設備の点検及びその報告、機能維持管理
     （指定期間終了時の引渡条件も含む。）の提示。
　　ｲ)受託者が行う修繕等の提示。
　　ｳ)天日乾燥池堆積物乾燥促進、搬出処分に係る業務の提
      示。
　　ｵ)清掃業務の対象とする施設、設備の提示。
　　ｶ)除草業務、環境衛生管理、備品管理業務、図書管理業務
     等の提示。
　　ｷ)ﾃﾞｰﾀの記録・報告及び保存、計画の提示。
　ｄ）施設の補修工事業務（補修工事業務、ﾃﾞｰﾀの記録、保存期
     間等）の提示。
　ｅ）その他（業務従事者の資格及び届出、各種料金の支払い等
     の取扱、条例の取扱（給水の停止等））
　ｆ）受水者及び住民への配慮の提示。
　ｇ）関係法令等の遵守　等
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